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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第240号

　京都府会計規則第104条の規定により取扱銀行の店舗
名、位置及び引受庁所を定めた告示（昭和60年京都府告
示第227号）の一部を次のように改正し、令和６年５月
20日から施行する。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　表同加悦谷支店の項中「京都府与謝郡与謝野町字幾地
904番地」を「京都府与謝郡与謝野町字四辻65番地」に
改める。

京都府告示第241号

　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第８条の
２第１項及び第８条の３の規定により、クリーニング師
の研修及び業務従事者に対する講習を次のとおり指定し
た。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　主催者の名称及び所在地
　　名　称　公益財団法人全国生活衛生営業指導セン

ター
　　所在地　東京都港区新橋六丁目８番２号
２　会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所

在地
　　名　称　公益財団法人京都府生活衛生営業指導セン

ター
　　所在地　京都市南区東九条下殿田町70
３　第１型研修（クリーニング師が出席して受講するも

のをいう。以下同じ。）及び第１型講習（クリーニン
グ業務に従事する者が出席して受講するものをいう。
以下同じ。）の日程及び会場

　⑴　第１型研修

開 催 
年 月 日 会　　　　　　　場 予定人員

令和６年
12月１日
（日）

京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町70）

人
40　

　⑵　第１型講習

開 催 
年 月 日 会　　　　　　　場 予定人員

令和６年
10月17日
（木）

京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町70）

人
40　

４　第２型研修（クリーニング師が通信制で受講するも
のをいう。以下同じ。）及び第２型講習（クリーニン
グ業務に従事する者が通信制で受講するものをいう。
以下同じ。）の受付開始日、受付締切日及びレポート
の提出締切日並びに受講対象者

告　　　　　示

○京都府会計規則第104条の規定により取
扱銀行の店舗名、位置及び引受庁所を定
めた告示の一部改正　 （会計課）  317

○クリーニング師の研修及び業務従事者に
対する講習の指定　 （生活衛生課）   〃

○食品衛生法に基づく食品衛生管理者の養
成施設等の登録内容の変更　 （　　〃　　）  318

○京都府大規模建築物等耐震化支援事業費
補助金交付要綱の一部を改正する告示 （建築指導課）   〃

公　　　　　告

○一般競争入札の実施　 （保健環境研究所）  328
○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届

出　 （中丹広域振興局）  330
○土地改良区役員の就退任届　 （丹後広域振興局）  331
○土地改良区連合役員の住所変更届 （南丹広域振興局）   〃
○都市計画法に基づく工事完了　　　　　　　（乙訓

土木事務所、山城北土木事務所、山城南土木事務所）  332

府　　議　　会

○京都府議会個人情報保護条例施行規程の一部を改
正する規程   〃
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７　受講料
　⑴　第１型研修及び第２型研修　5,000円
　⑵　第１型講習及び第２型講習　4,500円
８　受講についての問合せ先
　　公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター
　　（電話（075）661-6661）

京都府告示第242号

　食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第16条（同
令第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定
により、食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設か
ら次のとおり変更の届出があった。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　養成施設の名称及び所在地
　⑴　養成施設の名称
　　　京都府立大学農学食科学部栄養科学科食品衛生課

程
　⑵　養成施設の所在地
　　　京都市左京区下鴨半木町１番地５
２　変更事項及び内容
　⑴　変更事項
　　　養成施設の名称の変更
　⑵　変更内容

変　更　前 変　更　後

京都府立大学生命環境学部食
保健学科食品衛生課程

京都府立大学農学食科学部栄
養科学科食品衛生課程

３　変更年月日
　　令和６年４月１日

　⑴　第２型研修

区　分 日　程 受講対象者 予定人員

受付開始日 令和６年10月
15日（火）

第１型研修の受講が
困難な者

人

60　受付締切日 令和６年11月
18日（月）

レポートの
提出締切日

令和６年12月
11日（水）

　⑵　第２型講習

区　分 日　程 受講対象者 予定人員

受付開始日 令和６年８月
28日（水）

第１型講習の受講が
困難な者

人

50　受付締切日 令和６年10月
１日（火）

レポートの
提出締切日

令和６年10月
25日（金）

５　第１型研修及び第１型講習の科目及び時間数

科　　　　　　　　目 時　間　数

衛生法規及び公衆衛生
　　　時間
１

洗濯物の受取、保管及び引渡し １

洗濯物の処理 １

繊維及び繊維製品 １

６　第２型研修及び第２型講習の科目及びレポートの課
題

科目及びレポートの課題

衛生法規及び公衆衛生

洗濯物の受取、保管及び引渡し

洗濯物の処理

繊維及び繊維製品

京都府告示第243号

　京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和６年５月17日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示
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　京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金交付要綱（平成25年京都府告示第636号）の一部を次のように改正する。
　第２条第４号中「耐震改修の設計であって、」を削り、「基づき行うもの」を「規定する耐震化のための計画の策定」
に改める。
　別表の１の項を次のように改める。

　別表の備考の１の⑵中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上
等に関する法律」に改め、同表の備考の１に次のように加える。
　　　　　⑶　都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第88条第１項に規定する住宅等を新築する行為に該当する

ものにあっては、同条第５項の規定による公表に係るものである場合
　別記第１号様式の（その１）中「建替えにあっては、」を「除却又は建替えにあっては、」に、「建替えの概要」を「除
却又は建替えの概要」に改め、同様式の別紙１中「耐震改修」を「耐震改修、除却」に改め、同様式の別紙２の２を次
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（その１の２）
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別紙１
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別紙３

　別記第２号様式の（その１）中「建替えの変更にあっては」を「除却又は建替えの変更にあっては」に、「建替えの概要」
を「除却又は建替えの概要」に改める。
　別記第２号様式の（その１）の次に次のように加える。
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（その１の２）

　別記第３号様式の（その１）中「建替えにあっては」を「除却又は建替えにあっては」に、「建替えの概要」を「除
却又は建替えの概要」に改める。
　別記第３号様式の（その１）の次に次のように加える。
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（その１の２）
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　別記第４号様式の（その１）の次に次のように加える。

（その１の２）

　　　附　則

　この告示は、令和６年５月17日から施行し、この告示による改正後の京都府大規模建築物等耐震化支援事業費補助金
要綱の規定は、令和６年度分の補助金から適用する。
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期間に、⑴の組織に問い合わせの上、入手する
こと。

３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て

満たさなければならない。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令が適用される令和６年度における
物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に
必要な資格等を定める告示（令和６年京都府告示第
２号）に定める競争入札参加者の資格を得ている者
で、次の業務種目に登録されているものであること。

　　　大分類「賃貸借」―小分類「その他」
　⑶　４の⑴で定める一般競争入札参加資格確認申請書

（以下「確認申請書」という。）の提出期間の最終
日から開札日までの期間において、京都府の指名停
止とされていない者であること。

　⑷　過去２年間に１の⑴で示した業務と同種の業務を
履行した実績があること。

４　入札参加資格の確認手続
　　入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競

争入札参加資格確認資料（以下「申請書等」という。）
を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなけ
ればならない。

　　なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を
求められた場合は、それに応じなければならない。

　⑴　提出期間
　　　２の⑶のアに同じ。
　⑵　提出方法
　　ア　電子調達システムにより入札に参加する者（以

下「電子入札者」という。）は、⑴の期間内に電
子調達システムにより申請書等を提出すること。

　　　　なお、確認申請書については、電子調達システ
ムにおいて参加する意思の表明（当該案件の「案
件に参加する」をクリック）をもって提出したも
のとする。

　　イ　電子調達システムによりがたい場合で、京都府
物品・役務等電子調達運用基準第19条の規定によ
り書面による入札等の承諾を得た者（以下「紙入
札者」という。）は、⑴の期間内に、２の⑴の場
所に申請書等を持参又は郵送（⑴の期間内に必着
させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方
法を利用するものに限る。）により提出すること。

　⑶　確認通知
　　　入札参加資格の確認については、別途通知する。
　⑷　その他
　　ア　申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負

担とし、提出された書類は返却しない。
　　イ　３の⑵の資格を有しない者で入札に参加を希望

するものは、次のとおり資格審査を受けることが
できる。

　　　ア　資格審査申請書の提出場所及び問合せ先

　公　　　　告　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。
　なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成
７年政令第372号）第４条に規定する特定調達契約である。
　また、この案件は、京都府物品・役務等電子調達シス
テム（以下「電子調達システム」という。）による電子
入札対象案件である。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　入札に付する事項
　⑴　業務の名称及び数量
　　　イオンクロマトグラフ誘導結合プラズマ質量分析

計賃貸借　一式
　⑵　納入期限等
　　ア　機器等の納入期限
　　　　契約日以降で京都府が指示する日
　　イ　機器の賃貸借期間
　　　　令和６年10月１日から令和13年９月30日まで
　⑶　納入場所
　　　仕様書に指示する場所
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交

付場所並びに入札に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町

　　　京都府総務部入札課
　　　電話番号（075）414-5442
　　　ファクシミリ番号（075）414-5450
　⑵　契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地

等
　　　〒612-8369　京都市伏見区村上町395
　　　京都府保健環境研究所企画連携課
　　　電話番号（075）621-4067
　　　ファクシミリ番号（075）612-3357
　⑶　入札説明書及び仕様書の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　　令和６年５月17日（金）から令和６年６月10日

（月）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前
８時30分から午後５時15分まで（正午から午後１
時までの間を除く。）とする。

　　イ　入手方法
　　　ア　原則として、アの期間に、電子調達システム

の案件情報からダウンロードすること。
　　　イ　やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの
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を問わず、書換え、引換え、変更、取消し又は撤回
をすることができない。

　⑸　入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合
において、競争入札を公正に執行することができな
い状態にあると認められるときは、この入札を延期
し、又はこれを取りやめることがある。

　⑹　入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければ
ならない。

　　　なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明
を理由として異議を申し立てることはできない。

　⑺　入札の辞退
　　　入札に参加することができない事情がある場合に

は、入札書を提出するまで（紙入札者にあっては、
⑴のウのアの場所に提出するまでをいう。）は入札
を辞退することができる。この場合、電子入札者は、
電子調達システムへの入札辞退届の登録を行うこと
とし、紙入札者は、入札を辞退する旨を記載した入
札辞退届を⑴のウのアの提出先へ提出することとす
る。

　　　なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、府
の指名停止措置を行うことがある。

　⑻　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　　なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わ

ることはできない。
　　ア　３に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな

い者のした入札
　　イ　申請書等を提出しなかった者のした入札
　　ウ　申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
　　エ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た者のした入札
　　オ　同じ入札に２以上の入札（他人の代理人として

の入札及び他人のＩＤ又はパスワードを使用して
の入札を含む。）をした者のした入札

　　カ　電子調達システムの使用に当たり、他人のＩＤ
又はパスワードを不正に取得し、名義人になりす
まして入札に参加した者のした入札

　　キ　その他不正の目的を持って電子調達システムを
使用した者のした入札

　　ク　入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者又はその疑いのある者のし
た入札

　　ケ　入札参加資格確認後、指名停止措置を受けて開
札時点において指名停止期間中である者等、開札
時点において入札に参加する資格のない者のした
入札

　　コ　金額を訂正した入札書又は金額を特定すること
ができない入札書で入札をした者のした入札

　　サ　氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は不明瞭の
ため、入札参加者又は対象案件を特定することが
できない入札書（封筒を含む。）で入札をした者
のした入札

　⑼　落札者の決定方法

　　　　　２の⑴に同じ。
　　　イ　原則として、京都府ホームページ「特定調達

契約に係る競争入札参加資格審査申請の随時受
付について」（

）からダウンロードすること。
　　　ウ　提出期限
　　　　　令和６年５月28日（火）午後５時
　　　　　なお、その後も随時に受け付けるが、この場

合には、この公告に係る入札に間に合わないこ
とがある。

５　入札手続等
　⑴　入札期間及び開札の日時等
　　ア　電子調達システム又は持参による場合の入札期

間
　　　　令和６年６月27日（木）午前８時30分から午後

５時15分まで及び令和６年６月28日（金）午前８
時30分から午前10時まで

　　イ　郵送による場合の入札書の提出期限
　　　　令和６年６月27日（木）午後５時
　　ウ　持参又は郵送による場合の入札書の提出先等
　　　ア　提出先
　　　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

薮ノ内町
　　　　　京都府総務部入札課長
　　　イ　その他
　　　　　入札書の提出方法は、入札説明書において指

定する。
　　エ　開札日時
　　　　令和６年６月28日（金）午前10時15分
　⑵　入札の方法
　　ア　電子入札者は、⑴のアの期間内に電子調達シス

テムにより入札書を提出すること。
　　イ　紙入札者は、⑴のアの期間内に⑴のウのアの提

出先に入札書を持参し、又は⑴のイの期限までに
入札書を郵送（郵便書留等の配達記録が残る方法
を用いるものとする。）により提出すること。

　　ウ　再度入札については、入札説明書において指定
する。

　⑶　入札書に記載する金額
　　　入札書に記載する金額は、「イオンクロマトグラ

フ誘導結合プラズマ質量分析計賃貸借　一式（税抜
き）」の金額とし、一切の諸経費を含めた金額を記
入すること。

　　　また、落札決定に当たっては、入札書に記載され
た金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加
算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨てた額）をもって落札金額と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金
額を入札書に記載すること。

　⑷　入札者は、一旦入札書を電子調達システムにより
提出し、又は持参により提出した後は、開札の前後
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　　　　395 Murakami-cho, Fushimi-ku, Kyoto City 612-

8369

　　　　Tel: (075) 621-4067　Fax: (075) 612-3357

　⑷　Period for online bid notification:

　　　From 8:30 a.m. to 5:15 p.m. from Friday, May 17th, 

2024 to Monday, June 10th, 2024 (excluding Sundays 

and Saturdays)

　⑸　Period for online submission of bid qualification 

confirmation documents:

　　　From 8:30 a.m. to 5:15 p.m. from Friday, May 17th, 

2024 to Monday, June 10th, 2024 (excluding Sundays 

and Saturdays)

　⑹　Bid procedures:

　　ａ．Bid period via the online procurement system or 

delivery by hand;

　　　　From 8:30 a.m. to 5:15 p.m. on Thursday, June 

27th, 2024 and from 8:30 a.m. to 10:00 a.m. on 

Friday, June 28th, 2024

　　ｂ．Deadline for bid submissions by post;

　　　　5:00 p.m. on Thursday, June 27th, 2024

　　ｃ．Address for bid submissions by post or delivered 

by hand;

　　　　Submit to:  Director of  Tender Division, 

Department of General Affairs, Kyoto Prefectural 

Government

　　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto City, 602-8570

　⑺　Bid results will be revealed:

　　　10:15 a.m. on Friday, June 28th, 2024

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　ア　大和リース株式会社
　　　　大阪市中央区農人橋二丁目１番36号
　　　　代表取締役　北　哲弥
　　イ　株式会社京滋マツダ
　　　　京都市南区吉祥院向田西町１番地

　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。ただし、落札となるべき価格の入札
をした者が２人以上あるときは、電子調達システム
による電子くじにより落札者を決定するものとする。

　　　落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名
停止措置に該当する行為を行ったときは、当該落札
決定を取り消すことがある。

６　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨に限る。
７　契約書作成の要否
　　要する。
８　入札保証金
　　免除する。
９　違約金
　　落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100

分の５相当額の違約金を徴収する。
10　契約保証金
　　免除する。
11　その他
　⑴　１から10までに定めるもののほか、規則の定める

ところによる。
　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　電子調達システムの使用の注意事項については、

電子調達システムの操作手引による。
　⑷　システム障害、天災が原因の停電等により電子調

達システムによる入札等の処理ができない場合は、
入札等の延期、書面による入札への移行等の措置を
講じるものとし、この場合、電話、ファクシミリ等
により必要な事項を連絡するものとする。

　⑸　この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱（平成８年京都府告示第485号）
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。

12　Summary

　⑴　Contents of the contract:

　　　Lease of ion chromatograph inductively coupled 

plasma mass spectrometer One set

　⑵　Contract period:

　　　From October 1st, 2024 to September 30th, 2031

　⑶　Sections in charge of the contract:

　　ａ．Name and location of the office in charge of the bid;

　　　　Tender Division, Department of General Affairs, 

Kyoto Prefectural Government

　　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto City 602-8570

　　　　Tel: (075) 414-5442　Fax: (075) 414-5450

　　ｂ．Name and location of the office in charge of the 

contract;

　　　　Planning and Collaboration Division, Kyoto 

Prefectural Institute for Health and Environment
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京丹後市網野町俵野155 井　上　貴　文

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京丹後市網野町俵野157 柴　野　直　敏

〃　　　〃　　〃　163 井　上　敦　夫

〃　　　〃　　木津83 鶴　原　義　和

２　退任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京丹後市網野町浜詰33の４ 吉　岡　清　志

〃　　　〃　　俵野181 井　上　裕　成

〃　　　〃　　〃　1043 吉　岡　政　秋

〃　　　〃　　〃　100 井　上　満　博

〃　　　〃　　〃　157 柴　野　直　敏

〃　　　〃　　〃　102 井　上　　　渡

〃　　　〃　　木津545 松　本　貴　行

〃　　　〃　　俵野254の１ 吉　岡　裕　仁

〃　　　〃　　浜詰30の１ 東　　　晴　司

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京丹後市網野町俵野163 井　上　敦　夫

〃　　　〃　　〃　166 井　上　雅　夫

〃　　　〃　　浜詰741 高　田　博　史

　上桂川用水土地改良区連合の役員の住所変更に伴い、
土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準
用する同法第18条第17項の規定により、次のとおり役員
の新旧住所の届出があった。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　　　　代表取締役　田嶋　誠治
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　フレスポ福知山・京滋マツダ福知山店
　　　福知山市字篠尾小字長ヶ坪115番７ほか
　⑶　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の名
称及び住所
並びに代表
者の氏名

株式会社さ
とう
福知山市字
上紺屋15番
地
代表取締役
佐藤　総二
郎
ほか９業者

株式会社さ
とう
福知山市字
上紺屋15番
地
代表取締役
佐藤　総二
郎
ほか８業者

令
 6. 1.31 小売業を行う

者の退店のた
め

２　届出年月日
　　令和６年４月22日
３　縦覧場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和６年５月17日から令和６年９月17日まで
５　意見書の提出先
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進

課

　網野町字俵野土地改良区の役員の改選に伴い、土地改
良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、
次のとおり新旧役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　就任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京丹後市網野町俵野100 井　上　満　博

〃　　　〃　　〃　181 井　上　裕　成

〃　　　〃　　〃　1043 吉　岡　政　秋

〃　　　〃　　木津545 松　本　貴　行

〃　　　〃　　俵野254の１ 吉　岡　裕　仁

〃　　　〃　　浜詰30の１ 東　　　晴　司
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　　　木津川市木津清水33の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　枚方市牧野阪二丁目８の２　３Ｆ
　　　御浜住宅株式会社

府　　議　　会

　京都府議会個人情報保護条例施行規程の一部を改正す
る規程を次のように定める。

　　令和６年５月17日
　　　　京都府議会議長　石　田　　宗　久

京都府議会個人情報保護条例施行規程の一部を改
正する規程

　京都府議会個人情報保護条例施行規程（令和５年３月
31日制定）の一部を次のように改正する。
　第４条第１号エ中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に
改める。
　第５条第１項第３号中「保有個人情報」を「議会に対
する行為による保有個人情報（議会の事務局の職員が取
得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保
有個人情報として取り扱われることが予定されているも
のを含む。）」に改め、同条第２項第２号中「保有個人情
報」の右に「（前項第３号に定める事態については、同
号に規定する個人情報を含む。）」を加える。

　　　附　則

　この規程は、令和６年５月17日から施行する。

住所変更を
行った役員
（理事）

桂　川　孝　裕

新　住　所 亀岡市曽我部町西条下檀ノ上17の３

旧　住　所 〃　　〃　　　穴太東ノ辻46

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和６年５月17日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　長岡京市井ノ内上東ノ口８から11まで、井ノ内下

東ノ口11の２、市有地
　　　（関連区域）
　　　長岡京市井ノ内下東ノ口11の３の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町32
　　　株式会社山中商事
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　宇治市木幡南山48の１、48の16、49の１の一部、
49の２、49の３

　　　（関連区域）
　　　宇治市木幡南山46の２の一部、48の９から48の15

まで、48の17、50の１の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京都市下京区河原町通五条東入御影堂町５
　　　京都建物株式会社
３⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　宇治市槇島町大川原27
　　　（関連区域）
　　　宇治市槇島町大川原27の３の一部、27の６の一

部、29の２の一部、38の２の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　京都市伏見区向島上林町32の１
　　　共栄テック株式会社
４⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　木津川市木津清水27の７、93、94
　　　（関連区域）
　　　木津川市木津清水27の一部、27の14の一部、112

の１の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　枚方市牧野阪二丁目８の２　３Ｆ
　　　御浜住宅株式会社
５⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　木津川市木津清水30
　　　（関連区域）


